
＊ 緊急対応が必要と判断した場合は、この限りではありません。 
＊ 紹介状をお持ちでない方や予約のない方は、原則として地域の医院・診療所等を
案内いたしますので、総合案内スタッフまでご相談ください。 

京都市立病院長 

 初診紹介制・再診予約制 
を実施しています 

専門的な診療が必要な患者さんへの対応の充実と、患者さんの待ち時間の短縮
のため、以下の診療科において初診紹介制・再診予約制を実施しています。 

令和7年4月1日(火)から 

呼吸器内科が追加となります。 

耳鼻いんこう科 泌尿器科 外科 
眼科 整形外科 血液内科 
消化器内科 腎臓内科 歯科口腔外科 

初診の方 紹介状をお持ちの方のみの診療とします。 
○ 地域の医院・診療所等で発行された、紹介状が必要です。 
○ 待ち時間短縮のため、できるだけ事前に予約をお願いします。 

再診の方 予約の方のみの診療とします。 

～当院は「紹介受診重点医療機関」です～ 

紹介受診重点医療機関とは、かかりつけ医などか
らの紹介状を持って受診いただくことに重点をおい
た医療機関のことです。 
手術・処置・化学療法等を必要とする患者さん、
放射線治療等の高額な医療機器・設備を必要と
する外来・入院診療を行っています。 
かかりつけ医との「2人主治医制」により、高度で専
門的な医療提供に注力しています。 

←紹介受診重点医療機関に 
 ついてはこちら 


